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１．検討の背景
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日本再興戦略 -JAPAN is BACK-
（平成２５年６月１４日閣議決定）
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第Ⅱ．３つのアクションプラン
一．日本産業再興プラン

４．世界最高水準のIT 社会の実現
①ITが「あたりまえ」の時代にふさわしい規制・制度改革

ITやデータを活用したイノベーションにおいて、我が国企業が他国に劣後しないよう、徹底した規
制・制度改革を進める。この取組の中で、IT 利活用を推進するための法的措置（IT 利活用を推進す
るための「基本法」）の必要性についても検討する。

○規制制度改革集中アクションプランの策定
・ 「IT 総合戦略本部」において、「規制改革会議」と連携しつつ、対面・書面交付が前提とされてい

るサービスや手続きを含め、IT利活用の裾野拡大の観点から、関連制度（運用解釈が明確でないもの
を含む。）の精査・検討を行い、本年中を目途に、「IT 利活用の裾野拡大のための規制制度改革集
中アクションプラン（仮称）」を策定する。

Ⅳ. 利活用の裾野拡大を推進するための基盤の強化
１．人材育成・教育

（２）国民全体のIT リテラシーの向上
インターネットの普及に加え、スマートフォン等の急速な拡大により、国民全体としてIT に触れる機会

が増大していることを踏まえ、IT の利活用により、子供から高齢者まで、そのメリットを享受して豊かに
生活を送ることができるよう、情報モラルや情報セキュリティに関する知識を含め、国民全体のIT リテラ
シーの向上を図る。

このため、子供から学生、社会人、高齢者に至るまで、そのリテラシーの現状も把握しつつ、年代層別
に、IT に関する知識を身に付けるための取組を推進する。また、遠隔教育等IT の利活用により、離島を
含め全国津々浦々で、全ての国民が地理的・時間的制約を受けることなく自由に学べる環境を整備する。

世界最先端IT 国家創造宣言
（平成２５年６月１４日閣議決定）



ＩＴ利活用の裾野拡大のための規制制度改革集中アクションプラン（抜粋）
（平成25年12月20日高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部決定）
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（テーマ１）対面原則の見直し

対面での説明や役務の提供を原則としている制度について、利用者への多様な選択肢の提供や
業務の効率化等の観点から、インターネット等を利用した対面以外の手法も可能となるよう、以下の
ような制度の見直し等を行う。

項目名
高等学校での遠隔授業の正規授業化

制度の現状
高校での遠隔授業は正規授業として認められていない。

対処方針 文部科学省は、高等学校における遠隔授業の正規授業化に向けて、教

育課程の特例措置や関係する事業の成果を活用し、総合的かつ網羅的に

実践事例の収集・検証を行うとともに、ＩＴを活用した遠隔教育の有効

性や課題及びその対応策について検討を行うための有識者会議を平成26
年度早期に立ち上げる。有識者会議においては、平成26年度末までの実

践事例の実施状況を踏まえつつ、平成27年度早期に検討状況の中間的な

整理を行うとともに、その後のスケジュールについて明確化する。

※高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部は、内閣総理大臣を本部長とし、全ての国務大臣を構成員としている。



中央教育審議会初等中等教育分科会高等学校教育部会 審議まとめ
～高校教育の質の確保・向上に向けて～（抄）

（平成２６年６月 中央教育審議会初等中等教育分科会高等学校教育部会）
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第２章 高校教育の質の確保・向上に関する課題・基本的考え方

３．多様な学習ニーズへのきめ細やかな対応＜多様化への対応＞

（２）経済社会の変化等への対応

④ＩＣＴ教育の推進
○ 情報化の急速な進展に伴い、情報及び情報手段を主体的に選択し活用していくための情報
活用能力を育成することが必要である。また、過疎化等が深刻化するとともに、少子化によ
る高校再編が進められる中で、遠隔地からの先進的な教育の実施や特別な支援が必要な生徒
へのきめ細やかな対応も含め、ＩＣＴや様々なメディアを活用することにより、全日制・定
時制課程における生徒の多様な質の高い学びを実現するために効果的な授業の在り方を検討
することも必要である。

第３章 高校教育の質の確保・向上に向けた施策

３．多様なニーズに対応した教育活動の推進

（４）ＩＣＴ等の活用による学びの機会充実
○ ＩＣＴの進展を踏まえ、高等学校における新たな教育の在り方の検討を進めていくことは

重要であり、ＩＣＴの活用による対話型・協働型の新たな学習形態の普及に向けた検討を行
うことが必要である。また、全日制課程等において、ＩＣＴ等を活用した学習効果を高める
ための遠隔教育の実施に向けた検討を進めることが必要である。



２．現行制度
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我が国の高等学校制度

全日制 定時制 通信制

通常の課程 夜間その他特別の時間又は
時期において授業を行う課
程

通信による教育を行う課程

課程による区分

学年制 単位制

学年による教育課程の区分を設け、各学年の
課程の修了が必要。

学年による教育課程の区分を設けず、決めら
れた単位を修得すれば卒業が認められる。

学年による教育課程の区分

学科による区分

普通科 専門学科 総合学科

普通教育を主とする学科 職業教育等、専門教育を主と
する学科

普通教育と専門教育とを総合
的に行う学科

例１：全日制単位制高等学校（専門学科） 例２：定時制単位制高等学校（普通科）
8
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＜現行制度について＞
全日制及び定時制の課程の高等学校においては、通学による教育が前提となっている。
ただし、以下の場合であって文部科学大臣が認める場合には、現行制度においても、教育

課程の特例として、遠隔授業を行うことが可能。

① 教育課程に関し改善に資する研究を行うため特に必要がある場合
（学校教育法施行規則第８５条。「研究開発学校」）

② 地域の実情に照らし、より効果的な教育を実施するため、当該高校又は、当該地域の
特色を生かした特別の教育課程を編成して教育を実施する必要がある場合

（学校教育法施行規則第８５条の２。「教育課程特例校」）

③ 不登校生徒など特別の事情を抱える生徒に対し、その実態に配慮した特別の教育課
程を編制することが必要な場合
（学校教育法施行規則第８６条）

全日制・定時制課程の高等学校における遠隔教育について



学習指導要領等の教育課程の基準の改善学習指導要領等の教育課程の基準の改善

教育課程の基準の改善等に資する実証的資料を得るため、研究校を募集・指定し、現行の教育課程の基準によらない
教育課程の編成・実施を認めることにより、新しい教育課程、指導方法についての研究開発を行う。

教育上の課題、学校教育に対する多様な要請教育上の課題、学校教育に対する多様な要請

現行の教育課程の基準によらない実証的研究の実施

【概要】

研究開発学校指定校
教育研究開発協議会教育研究開発協議会

指定校による研究成果の発表

研究成果

文部科学省
中央教育審議会
教育課程部会

についての審査等

企画評価会議
申請のあった研究開発実施計画
についての審査等

募集・指定

(平成25年度予算額 ： 82,842千円の内数)
平成26年度予算額 ： 75,479千円の内数
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教育研究開発事業（研究開発学校）



学校又は当該学校が設置されている地域の実態に照らし、より効果的な教育を実施するため、当該学校又は当

該地域の特色を生かした特別の教育課程を編成して教育を実施する必要等が認められる場合に、教育課程特例

校として指定し、学習指導要領等の教育課程の基準によらない特別の教育課程の編成・実施を可能とする。

特別の教育課程を編成して教育を実施
学校又は地域の特色を生かした

特別の教育課程を編成して教育を実施

【概要】

管 理 機 関

① 申請
・教育課程特例校の指定
を希望する学校の管理機
関は、文部科学省に申請
書を提出
・原則として８月（年１回）

③ 報告
・管理機関は、教育課程特例校に
おける特別の教育課程の実施状況
を把握・検証
・少なくとも３年に１度、文部科学省
に報告

② 指定
・管理機関から申請のあった特別の教育課程編成・

実施計画を審査
・教育課程特例校として指定
○審査基準

・特別の教育課程を編成する必要性が認められるこ
と
・教育基本法等の規定に照らして適切であること

・児童生徒への教育上適切な配慮がなされているこ
と 等

国立学校：国立大学法人
公立学校：当該学校を管理する教育委員会
私立学校：学校法人等
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教育課程特例校

教育課程特例校制度



高等学校の全日制・定時制課程において、学校生活への適応が困難であるため、
相当の期間高等学校を欠席していると認められる生徒を対象として、通信の方法を
用いた教育により、３６単位を上限として単位認定を行うことを可能とする。

上記措置を希望する高等学校を設置する地方公共団体の教育委員会、国立大学法
人、学校法人からの申請に基づき、文部科学大臣が、当該高等学校を指定する。

※ 平成１６年度に構造改革特区における特例措置として実施されていたが、閣議決定（平成20年4月25
日）に基づき平成２１年３月に全国化。

１．制度の概要

平成26年7月現在における適用実績は以下の4件。

12

○ 平成18年4月～ 仰星学園高等学校 （学校法人仰星学園）（福岡県）

○ 平成22年4月～ 竹田南高等学校（学校法人稲葉学園）（大分県）

○ 平成23年4月～ 旭丘高等学校（学校法人新名学園）（神奈川県）

○ 平成23年4月～ 城西高等学校（学校法人日章学園）（鹿児島県）

２．適用実績

高等学校の全日制・定時制課程における不登校生徒に対する
通信の方法を用いた教育による単位認定について



各教科・科目 添削指導（回） 面接指導（単位時間）

国語、地理歴史、公民及び数学に属する科目
３ １

理科に属する科目 ３ ４

保健体育に属する科目のうち「体育」 １ ５

保健体育に属する科目のうち「保健」 ３ １

芸術及び外国語に属する科目 ３ ４

家庭及び情報に属する科目並びに専門教科・科目 各教科・科目の必要に応じて２～３ 各教科・科目の必要に応じて２～８

各教科・科目の添削指導の回数及び面接指導の単位時間（１単位時間は、５０分として計算するもの
とする。以下同じ）数の標準は、１単位につき次の表のとおりとするほか、学校設定教科に関する科
目のうち専門教科・科目以外のものについては。各学校が定めるものとする。

通信制課程における遠隔教育の取扱い（高等学校学習指導要領 平成２１年３月文部科学省告示）
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学校が、その指導計画に、各教科・科目又は特別活動について計画的かつ継続的に行われるラジオ放送、テレ
ビ放送その他多様なメディアを利用して行う学習を取り入れた場合で、生徒がこれらの方法により学習し、報
告課題の作成等により、その成果が満足できると認められるときは、その生徒について、その各教科・科目の
面接指導の時間数又は特別活動の時間数のうち、各メディアごとにそれぞれ１０分の６以内の時間数を免除す
ることができる。ただし、免除する時間数は、合わせて１０分の８を超えることはできない。

ラジオ・テレビ放送その他の多様なメディアを利用して行う学習による面接指導時間数の免除

添削指導の回数及び面接指導の単位時間数の標準



通信制高校におけるメディアを利用した面接指導時間の免除（単数回答）

[N=151]

通信制高校におけるメディア視聴の確認方法（複数回答）

出典：平成２３年度文部科学省委託事業「定時制課程・通信制課程の在り方に関する調査研究」
（株式会社三菱総合研究所）

「その他」の内容
・視聴報告書の提出により確認
・インターネット配信ソフトによって、

システム的に視聴を確認
・インターネットダウンロード記録
・免除課題の提出により確認
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通信制高校における免除に利用しているメディアの形態（複数回答）

出典：平成２３年度文部科学省委託事業「定時制課程・通信制課程の在り方に関する調査研究」
（株式会社三菱総合研究所）

「その他」の内容
・高校講座以外のテレビ・ラジオ番組の確認
・講座に準じる内容のあるテレビ番組（芸術等）
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１ 趣旨

「総合学科」は、普通教育を主とする学科である「普通科」、専門教
育を主とする学科である「専門学科」に並ぶものとして、平成６年度
に創設された、普通教育と専門教育とを総合的に行う学科である。
２ 教育の特色

(1) 将来の職業選択を視野に入れた自己の進路への自覚を深め
させる学習の重視

在学中に自己の進路への自覚を深めることが重要であることから、
その動機付けとなるような科目を開設するとともに、生徒の科目選
択に対する助言や就業希望者・進学希望者の双方を視野に入れた
進路指導などのガイダンス機能を充実させる。

(2) 生徒の個性を生かした主体的な学習を通して、学ぶことの楽し
さや成就感を体験させる学習の重視
生徒の能力・適性・興味・関心等に応じた学習を進めることにより、

学ぶ楽しさや成就感を得させながら、学習に対する意欲の形成を図
ることが重要である。このため、教育課程の編成に当たっては、幅
広く選択科目を開設し、生徒の個性を生かした主体的な選択や、実
践的・体験的な学習を重視し、多様な能力・適性等に対応した柔軟
な教育を行う。

３ 開設科目
(1) 原則履修科目「産業社会と人間」

自己の進路への自覚を深めさせるとともに、将来の職業生活の

基礎となる知識・技術等を修得させるために、原則としてすべての
生徒に履修させる科目

(2) 多様な選択科目の開設
「産業社会と人間」及び専門教育に関する各教科・科目を合わせ

て25単位以上開設し、生徒が普通教育及び専門教育に関する多様
な各教科・科目から主体的に選択履修

総合学科について
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カ リ キ ュ ラ ム の 比 較

普通科・専門学科 総 合 学 科

＜必履修科目＞
学習指導要領上、全ての生

徒に履修させることとなって
いる
科目
●国語総合、数学Ⅰ、コ

ミュニケーション英語Ⅰなど

＜必履修科目＞
同左

＜選択科目＞
学校で選択配列して全ての

生徒に履修させる科目及び生
徒が選択履修することができ
る科目

＜原則履修科目＞
総合学科の全ての生徒が原則とし

て学ぶ科目

●産業社会と人間

＜総合選択科目＞
総合学科で開設される多種多様な

選択科目（普通科目・専門科目）の
中で、生徒の科目選択の参考になる
よう、体型性や専門性において関連
する科目を科目群（系列）としてま
とめて開設するもの。
●絵画Ⅰ、デザイン基礎、子供の

発達と保育
など

＜自由選択科目＞
総合選択科目以外の選択科目

系列とは
興味・関心や能力・適性、卒業後の進路希望に合わせて科目を選択す
る目安になるように、相互に関連の深い、いくつかの科目をまとめたグ
ループ（科目群）を「系列」と呼ぶ。

例「情報系列」「生活福祉系列」「環境系列」
「国際ビジネス系列」「ものづくり系列」など
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○ 特別支援学校の教員は、特別支援学校と特別支援学校の各部（幼稚部・小学部・中学部・高等部）に
相当する学校種の両方の教員免許状が必要です。

○ 幼稚園、小学校、中学校、高等学校の教員は、原則として、学校の種類ごとの教員免許状が必要です。
（中学校又は高等学校の教員は学校の種類及び教科ごとの教員免許状が必要です。）

○ 児童の養護をつかさどる教員、児童の栄養の指導及び管理をつかさどる教員は、それぞれ養護教諭
（養護助教諭）の免許状、栄養教諭の免許状が必要です。

○ 中等教育学校の教員は、中学校と高等学校の両方の教員免許状が必要です。

ただし、

・ 当分の間は、中学校又は高等学校のどちらか一方の免許状しか所有していない教員であっても、中等教育学校において、所有免許状の学
校種に相当する課程（中学校の教員免許状は前期課程、高等学校の教員免許状は後期課程）の教科を担任する ことができます。

(教育職員免許法附則第17項) 

・ 当分の間は、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校の教諭の免許状を有する者は、特別支援学校 の教員免許状を所有しなくとも、所有
免許状の学校種に相当する各部の教員となることができます 。 （教育職員免許法附則第16項）

・ 中学校又は高等学校の教諭の教員免許状を所有している者は、小学校で、所有免許状の教科に相当する教科を担任することができます。
また、工芸や書道など高等学校の一部の教科に関する教諭の教員免許状を所有している者は、中学校、中等 教育学校の前期課程で、所
有免許状の教科に相当する教科を担任することができます。

（教育職員免許法 第2条、第3条）

（教育職員免許法第16条の5）

・ 当分の間は、養護教諭の勤務経験が３年以上ある養護教諭は、勤務する学校（幼稚園を除く）において、保健（小学校又は特別支援学校
小学部においては体育）の教科の領域に係る事項を担任することができます。 （教育職員免許法附則第15項）

●相当免許状主義

教員免許制度の概要①



18

免許状
の種類

有効
期間

有効地域
範囲

概 要

普通免許状

１０年 全国の学校

教諭、養護教諭、栄養教諭の免許状です。所要資格を得て必要な書類を添
えて申請を行うことにより授与されます。専修、一種、二種（高等学校は専修、
一種）の区分があります。既に教員免許状を有する場合は、一定の教員経験を
評価し、通常より少ない単位数の修得により、上位区分、隣接学校種、同校種
他教科の免許状の授与を受けることができます。

特別免許状 １０年
授与を受けた
都道府県内の
学校

教諭の免許状です。社会的経験を有する者に、教育職員検定を経て授与され
ます。授与を受けるには、任命又は雇用しようとする者の推薦が必要であり、教
科に関する専門的な知識経験又は技能、社会的信望、教員の職務に必要な
熱意と識見を有することが求められます。幼稚園教諭の免許状はありません。
小学校教諭の免許状は教科ごとに授与されますが、特別活動など教科外活動
を担任することも可能です。

臨時免許状 ３年
授与を受けた
都道府県内の
学校

助教諭、養護助教諭の免許状です。普通免許状を有する者を採用することが
できない場合に限り、教育職員検定を経て授与されます。
（当分の間、相当期間にわたり普通免許状を有する者を採用することができな
い場合に限り、都道府県が教育委員会規則を定めることにより、有効期間を６
年とすることができます。 （教育職員免許法附則第6項））

●教員免許状の種類

教員免許状は３種類あり、申請により、都道府県教育委員会から授与されます。授与を受けるためには、
①所要資格（学位と教職課程等での単位修得、又は教員資格認定試験（幼稚園、小学校、特別支援学校
自立活動のみ実施）の合格）を得るか、②都道府県教育委員会が行う教育職員検定（人物・学力・実務・身

体面）を経る必要があります。具体的な授与基準等の細則は、都道府県ごとに定められています。

専修免許状
一種免許状
二種免許状

教員免許制度の概要②

（教育職員免許法第４条、第５条）
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教員免許制度の概要③

例３ 職業：調理師 高等学校の教科「家庭」の領域の一部 として「調理実習」の授業を単独で実施することが可能。

例４ 職業：書道家 中学校の教科「国語」の領域の一部として「書道」の授業を単独で実施することが可能。

例５ 山間地・へき地等の生徒数が少ない中学校で、全ての教科に対応した教員を１人ずつ採用できないなどの場合

中学校教諭の 理科の教員免許状 同じ中学校の数学の担任 ○
隣の中学校の数学の担任 ×
隣の小学校の算数の担任 ×

Q. ゲストティーチャーやティームティーチングにおける副担任の教員免許状は？

Ans. 相当の教員免許状を所有する教員と常時一緒に授業に携わる場合には、教員免許状は必要ありません。

○ 特別非常勤講師制度の活用例

○ 免許外教科担任制度の活用例

例１ 職業：看護師 高等学校の教科「看護」の 特別免許状を授与

例２ 職業：外国人の英会話学校講師 中学校の教科「英語」の特別 免許状を授与

○ 特別免許状の授与例

○ 特別非常勤講師制度
多様な専門的知識・経験を有する人を教科の学習に迎え入れることに

より、学校教育の多様化への対応や活性化を図ることを目的とした制度
です。

教員免許状を有しない非常勤講師が、教科の領域の一部を担任するこ
とができます。

任命・雇用する者が、あらかじめ都道府県教育委員会に届出をすること
が必要です。

●免許状主義の例外

○ 免許外教科担任制度
中学校、高等学校、中等教育学校の前期課程・後期課程、特別

支援学校の中学部・高等部において、相当の免許状を所有する者
を教科担任として採用することができない場合に、校内の他の教
科の教員免許状を所有する教諭等が、１年に限り、免許外の教科
の担任をすることができます。

校長及び教諭等が、都道府県教育委員会に申請し、許可を得る
ことが必要です。（教育職員免許法第3条の2） （教育職員免許法附則第２項）



教育職員免許法（昭和二十四年法律第百四十七号）
―免許外教科担任関連規定抜粋―

20

○ 免許外教科担任制度

中学校、高等学校、中等教育学校の前期課程・後期課程、特別支援学校の中学部・高等部にお

いて、相当の免許状を所有する者を教科担任として採用することができない場合に、校内の他の教

科の教員免許状を所有する教諭等が、１年に限り、免許外の教科の担任をすることができる。

校長及び教諭等が、都道府県教育委員会に申請し、許可を得ることが必要。

免許外教科担任制度について

20

（免 許）
第三条 教育職員は、この法律により授与する各相当の免許状を有する者でなければならない。
２ 前項の規定にかかわらず、主幹教諭（養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。）及び指導教諭につ
いては各相当学校の教諭の免許状を有する者を、養護をつかさどる主幹教諭については養護教諭の免許状を有する者を、
栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭については栄養教諭の免許状を有する者を、講師については各相当学校の教員
の相当免許状を有する者を、それぞれ充てるものとする。

３・４ （略）
附 則

２ 授与権者は、当分の間、中学校、高等学校、中等教育学校の前期課程若しくは後期課程又は特別支援学校の中学部若し
くは高等部において、ある教科の教授を担任すべき教員 を採用することができないと認めるときは、当該学校の校長及
び主幹教諭、指導教諭又は教諭（以下この項において「主幹教諭等」という。）の申請により、一年以内の期間を限り、
当該教科についての免許状を有しない主幹教諭等が当該教科の教授を担任することを許可することができる。この場合に
おいては、許可を得た主幹教諭等は、第三条第一項及び第二項の規定にかかわらず、当該学校、当該前期課程若しくは後
期課程又は当該中学部若しくは高等部において、その許可に係る教科の教授を担任することができる。
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学習指導要領について

■学習指導要領の意義・・・学校が編成する教育課程の基準
全国的に一定の教育水準を確保するとともに、実質的な教育の機会均等 を保障するため、
国が学校教育法に基づき定めているもの。 これまで、おおむね１０年ごとに改訂。
（現行の高等学校学習指導要領については、平成２１年３月告示、平成25年入学生より実施）

■教育課程に関する法制上の仕組み
○教育基本法：教育の目的、目標を規定。

○学校教育法：学校段階ごとに教育の目的、目標などを規定。また、教育課程に関する
事項は文部科学大臣が定めることを規定。

○学校教育法施行規則（文部省令）：各教科等の構成、年間標準授業時数を規定。
また、教育課程については、文部科学大臣が別に公示する学習指導要領によることを規定。

○学習指導要領（文部科学省告示）：教育課程全般にわたる配慮事項や授業時数等の
取扱い等を総則に定め、各教科、道徳、外国語活動、総合的な学習の時間及び特別
活動については目標、 内容及び内容の取扱いを規定。



※「○」を付した科目は必履修科目を意味する。

Ⅰを付し
た科目か

ら
１科目

高等学校の各学科に共通する教科・科目等及び標準単位数
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制 度 根拠規定 制 度 の 概 要
①海外留学に係る単位認定 学校教育法施行規則第93条 外国の高等学校への留学を許可された場合に、外国の高等学校における履修を自校におけ

る履修とみなし、単位の修得を認定できる制度（36単位まで）

②学校間連携による単位認定 学校教育法施行規則第97条 他の高等学校において一部の科目の単位を修得したときは、その単位数を自校の定めた卒
業に必要な単位数のうちに加えることのできる制度（②～⑤を合わせて36単位まで）

③大学、高等専門学校又は専修学校
等における学修の単位認定

学校教育法施行規則第98条第1号
平成10年文部省告示第41号第1項

大学、高等専門学校若しくは専修学校における学修、大学、公民館その他の社会教育施設
において開設する講座等における学修を自校における科目の履修とみなし、当該科目の単
位を与えることのできる制度（②～⑤を合わせて36単位まで）

④技能審査の成果の単位認定 学校教育法施行規則第98条第2号
平成10年文部省告示第41号第2項

文部科学大臣が認定した技能審査など一定の要件を満たす知識及び技能の審査の成果に係
る学修を自校における科目の履修とみなし、当該科目の単位を与えることのできる制度
（②～⑤を合わせて36単位まで）

⑤ボランティア活動等の単位認定 学校教育法施行規則第98条第3号
平成10年文部省告示第41号第3項

学校外におけるボランティア活動、就学体験、スポーツ又は文化に関する活動に係る学修
で一定の要件を満たすものを自校における科目の履修とみなし、当該科目の単位を与える
ことのできる制度（②～⑤を合わせて36単位まで）

⑥高等学校卒業程度認定試験の合格
科目の単位認定

学校教育法施行規則第100条第1号 高等学校卒業程度認定試験の合格科目に係る学修を、自校における科目の履修とみなし、
当該科目の単位を与えることができる制度

⑦別科の科目の単位認定 学校教育法施行規則第100条第2号 高等学校の別科において、高等学校学習指導要領の定めるところに準じて修得した科目に
係る学修を、自校における科目の履修とみなし、当該科目の単位を与えることのできる制
度

⑧定時制課程及び通信制課程におけ
る技能連携による単位認定

学校教育法第55条
学校教育法施行令第32条～第39条
技能連携施設の指定等に関する規則

定時制又は通信制の課程の生徒が、都道府県教育委員会の指定する技能教育のための施設
において教育を受けているとき、当該施設における学習を自校における職業教科の一部の
履修とみなすことのできる制度（卒業に必要な単位数の2分の1以内）

⑨定時制課程及び通信制課程の併修
による単位認定

高等学校通信教育規定第12条 通信制の課程の生徒が自校の定時制課程、他の高等学校の定時制課程、通信制課程におい
て一部の科目の単位数を修得したとき、又は定時制の課程の生徒が自校の通信制課程、他
の高等学校の通信制課程において一部の課程の単位を修得したときは、その単位数をそれ
ぞれ自校の定めた通信制課程又は定時制課程の卒業に必要な単位数のうちに加えることの
できる制度

学校外学習等についての単位認定を可能とする制度

高等学校学習指導要領解説（総則編）（別表）



高等学校における学習評価について

○ 生徒の学習状況を検証し，結果の面から教育水準の維持向上を保障する機能を有する

○ 学習評価を通じて，学習指導の在り方を見直すことや個に応じた指導の充実を図ること，学校における教育活動を

組織として改善することが重要〔指導と評価の一体化〕

○ 新学習指導要領においてもきめの細かな指導の充実や生徒一人一人の学習の確実な定着を図るため、学習指導

要領に示す目標に照らしてその実現状況を評価する､目標に準拠した評価や観点別学習状況の評価を引き続き実施

学習評価の意義・目的

各教科・科目の評定

○ 高等学校学習指導要領に示す各教科・科目の目標に基づき、学校が地域や生徒の実態に即して定めた当該教
科・科目の目標や内容に照らし、その実現状況を総括的に評価（５～１の５段階）

○ 評定に当たっては、観点による評価（「関心・意欲・態度」、「思考・判断・表現」、「技能」、「知識・理解」）を十分踏ま
える

※ 高等学校の指導要録の参考様式には、観点別学習状況の記載欄を設けていない

（生徒の特性、進路等に応じて多様な教育課程が編成されていることや、高等学校の指導要録の現状を考慮して、大枠のみを示している）

※ 都道府県教育委員会等において、指導要録に観点別学習状況を記載できるようにすることも有効な手段

総合所見及び指導上参考となる諸事項

○ 生徒の成長の状況を総合的にとらえるため、 以下の事項等を文章で記述

① 各教科・科目や総合的な学習の時間の学習に関する所見 ② 行動に関する所見
③ 進路指導に関する事項 ④ 取得資格
⑤ 生徒が就職している場合の事業所
⑥ 生徒の特徴・特技、部活動、学校内外におけるボランティア活動など社会奉仕体験活動、表彰を受けた

行為や活動、学力について標準化された検査に関する記録など
⑦ 生徒の成長の状況にかかわる総合的な所見

生徒指導要録における学習評価（主なポイント）
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「関心・意欲・態度」・・・各教科・科目が対象としている学習内容に関心をもち、自ら課題に取り組もうとする意欲や態度を生徒が身に
付けているかどうかを評価

「思考・判断・表現」・・・それぞれの教科・科目の知識・技能を活用して課題を解決すること等のために必要な思考力・判断力・表現力
等を生徒が身に付けているかどうかを評価

「技能」・・・各教科・科目において習得すべき技能を生徒が身に付けているかどうかを評価
「知識・理解」・・・各教科・科目において習得すべき知識や重要な概念等を生徒が身に付けているかどうかを評価

（参考）観点による評価

○ 通知に示した各教科の評価の観点及びその趣旨を十分踏まえながら、それぞれの科目のねらいや特性を勘案して
具体的な評価規準を設定するなど評価の在り方を工夫

○ 単元等のある程度長い区切りの中で適切に設定した時期において、「おおむね満足できる」状況等にあるかどうか
を評価

○ 学習活動の特質、評価の観点や評価規準、評価の場面や生徒の発達の段階に応じて、観察、生徒との対話、ノー
ト、ワークシート、学習カード、作品、レポート、ペーパーテスト、質問紙、面接などの様々な評価方法の中から、その
場面における生徒の学習状況を的確に評価できる方法を選択

基礎的・基本的な知識・技能

課題を解決するために必要な思考力・判断力・表現力等

主体的に学習に取り組む態度

及び

で評価

学力の３つの要素との整理

新学習指導要領を踏まえた観点の設定

で評価

※ 各教科の評価の観点は上に示した観点を基本としつつ教科の特性に応じて設定

新しい観点

「関心・意欲・態度」 「思考・判断・表現」 「技能」 「知識・理解」

「思考・判断・表現」

「技能」 「知識・理解」

「関心・意欲・態度」

で評価

○ 各教科の内容等に即して思考・判断したことについて、その内容を言語活動を中心とする表現に係る活動と一体的
に評価する観点として「思考・判断・表現」を設定

○ 従来の「技能・表現」の観点の「表現」との混同を避けるため、「技能」に改める

25



大学におけるメディア授業の位置づけの変遷 

１．学部（通学制）の場合   

 ○平成 10年３月～ 
・30 単位を上限として「多様なメディアを高度に利用した授業（メディア授業）」を制度化。 
（同時かつ双方向に行われるもの（衛星通信、テレビ会議システムなど）に限定） 

 

卒業に必要な単位数＝124 単位 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                             30 単位＝メディア授業 

 

 
 ○平成 11 年３月～ 
   ・単位互換による単位取得の上限が拡大したことに伴い、メディア授業の単位数の上限 30 単位

から 60単位に拡大。 

 

卒業に必要な単位数＝124 単位 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    60単位＝メディア授業 

 

 
 ○平成 13 年３月～ 
   ・メディア授業としてインターネット等を利用した授業が可能となる。 

 

卒業に必要な単位数＝124 単位 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    60単位＝メディア授業 

 

 

 ：同時かつ双方向に行われるメディア授業 

 

 ：同時かつ双方向に行われるメディア授業及びインターネット等を利用した授業 

 

 

 

 

 

 

２．学部（通信制）の場合  

 ○～平成 10 年３月 
  ・30 単位以上の面接授業が必要。  
・面接授業の代替として放送授業が認められていた（10 単位まで）。 
 

卒業に必要な単位数＝124単位 

                                    30単位＝面接授業 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

  
①94単位＝印刷教材による授業、放送授業又は面接授業      ②10単位＝放送授業で代替 

→ ①＋②＝104 単位まで放送授業で単位の修得可 
 
 ○平成 10 年３月～ 
   ・メディア授業が可能となる。 

（同時かつ双方向のもの（衛星通信、テレビ会議システムなど）に限定） 
   ・面接授業について 10 単位を上限としてメディア授業が可能となる。 
 

卒業に必要な単位数＝124単位 

                                     30単位＝面接授業 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 ①94単位＝印刷教材による授業、放送授業、        ②10単位＝放送授業又は 

                 メディア授業又は面接授業                     メディア授業で代替 
→ ①＋②＝104単位まで放送授業、メディア授業で単位の修得可 

 
 ○平成 13 年３月～ 
   ・メディア授業としてインターネット等による授業が可能となる。 
   ・30単位以上を必要とする面接授業がメディア授業でも可能となる。 
       → 124単位すべてをインターネット等による授業により単位修得可。 
 

卒業に必要な単位数＝124単位 

                          ③30単位＝面接授業又はメディア授業 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
      ①94単位＝印刷教材による授業、放送授業、       ②10単位＝放送授業で代替 
                メディア授業又は面接授業                      

→ ①＋③＝124 単位までメディア授業で単位の修得可 
 

 ：特に履修方法に指定のない単位 →メディア授業可 
 

 ：放送授業  ：放送授業又はメディア授業  
 

  ：面接授業又はメディア授業  ：面接授業    

 

学部におけるメディア授業を実施している大学数 
（平成２３年度実施状況） 

  国立 公立 私立 計 
大学数 26 12 81 119 

学部における多様なメディアを利用した遠隔授業を実施している大学（平成２３年度実施状況 文部科学省調べ）

国立 公立 私立 計

大学数 26 12 81 119
( 31.7 %) ( 15.2 %) ( 14.1 %) ( 16.1 %)

※「多様なメディアを利用した遠隔授業」とは、【大学設置基準第２５条第２項】に
定める、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室以外の場所で
履修させる授業科目のことを指す。

大学におけるメディアを利用した授業の変遷
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■学校教育法施行規則（昭和２２年文部省令第１１号）

第８３条 高等学校の教育課程は、別表第三に定める各教科に属する科目、総合的な学習の時間及び特別活動によつて編成するものとする。

第８４条 高等学校の教育課程については、この章に定めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する高等学校学習指導要領に

よるものとする。

第８５条 高等学校の教育課程に関し、その改善に資する研究を行うため特に必要があり、かつ、生徒の教育上適切な配慮がなされていると文部科学大

臣が認める場合においては、文部科学大臣が別に定めるところにより、前二条の規定によらないことができる。

第８５条の２ 文部科学大臣が、高等学校において、当該高等学校又は当該高等学校が設置されている地域の実態に照らし、より効果的な教育を実施

するため、当該高等学校又は当該地域の特色を生かした特別の教育課程を編成して教育を実施する必要があり、かつ、当該特別の教育課程について、

教育基本法及び学校教育法第５１条の規定等に照らして適切であり、生徒の教育上適切な配慮がなされているものとして文部科学大臣が定める基準を

満たしていると認める場合においては、文部科学大臣が別に定めるところにより、第８３条又は第８４条の規定の全部又は一部によらないことができる。

第８６条 高等学校において、学校生活への適応が困難であるため、相当の期間高等学校を欠席していると認められる生徒、高等学校を退学し、その後

高等学校に入学していないと認められる者又は学校教育法第５７条に規定する高等学校の入学資格を有するが、高等学校に入学していないと認められ

る者を対象として、その実態に配慮した特別の教育課程を編成して教育を実施する必要があると文部科学大臣が認める場合においては、文部科学大臣

が別に定めるところにより、第８３条又は第８４条の規定によらないことができる。

＜参考：通信教育課程の関連規定＞

■学校教育法（昭和２２年法律第２６号）

第５４条 高等学校には、全日制の課程又は定時制の課程のほか、通信制の課程を置くことができる。

② 高等学校には、通信制の課程のみを置くことができる。

③・④ 略

■高等学校通信教育規程（昭和３７年文部省令第３２号）

第２条 高等学校の通信制の課程で行なう教育（以下「通信教育」という。）は、添削指導、面接指導及び試験の方法により行なうものとする。

２ 通信教育においては、前項に掲げる方法のほか、放送その他の多様なメディアを利用した指導等の方法を加えて行なうことができる。

３ 略

■学習指導要領（平成２１年３月文部科学省告示）

１章 総則

第７款 通信制の課程における教育課程の特例

１ 学校が，その指導計画に，各教科・科目又は特別活動について計画的かつ継続的に行われるラジオ放送又はテレビ放送その他の多様なメディアを

利用して行う学習を取り入れた場合で，生徒がこれらの方法により学習し，報告課題の作成等により，その成果が満足できると認められるときは，その

生徒について，その各教科・科目の面接指導の時間数又は特別活動の時間数のうち，各メディアごとにそれぞれ10分の６以内の時間数を免除するこ

とができる。ただし，免除する時間数は，合わせて10分の８を超えることができない。
27
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■大学設置基準（昭和３１年文部省令第２８号）（抄）

第２５条 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。

２ 大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、前項の授業を、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外

の場所で履修させることができる。

３ 大学は、第一項の授業を、外国において履修させることができる。前項の規定により、多様なメディアを高度に利用して、当該授

業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても、同様とする。

４ 大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、第一項の授業の一部を、校舎及び附属施設以外の場所で行うことができる。

第３２条 卒業の要件は、大学に４年以上在学し、１２４単位以上を修得することとする。

２～４ （略）

５ 第１項の規定により卒業の要件として修得すべき１２４単位のうち、第２５条第２項の授業の方法により修得する単位数は６０単

位を超えないものとする。

■大学通信教育設置基準（昭和５６年文部省令第３３号）（抄）

第３条 授業は、印刷教材その他これに準ずる教材を送付若しくは指定し、主としてこれにより学修させる授業（以下「印刷教材等に

よる授業」という。）、主として放送その他これに準ずるものの視聴により学修させる授業（以下「放送授業」という。）、大学設

置基準第２５条第１項の方法による授業（以下「面接授業」という。）若しくは同条第２項の方法による授業（以下「メディアを利

用して行う授業」という。）のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。

２ 印刷教材等による授業及び放送授業の実施に当たつては、添削等による指導を併せ行うものとする。

３ （略）

第６条 卒業の要件は、大学設置基準第３２条第１項の定めるところによる。

２ 前項の規定により卒業の要件として修得すべき単位数１２４単位のうち３０単位以上は、面接授業又はメディアを利用して行う

授業により修得するものとする。ただし、当該３０単位のうち１０単位までは、放送授業により修得した単位で代えることができる。

28
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■大学設置基準第２５条第２項の規定に基づき､大学が履修させることができる授業について定める件(平成13年文部科学省告示第51号)

大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第二十五条第二項の規定に基づき、大学が履修させることができる授業等について

次のように定め、平成十三年三月三十日から施行する。なお、平成十年文部省告示第四十六号(大学設置基準第二十五条第二項の規定に

基づき、大学が履修させることができる授業について定める件)は、廃止する。

通信衛星、光ファイバ等を用いることにより、多様なメディアを高度に利用して、文字、音声、静止画、動画等の多様な情報を一体

的に扱うもので、次に掲げるいずれかの要件を満たし、大学において、大学設置基準第二十五条第一項に規定する面接授業に相当する

教育効果を有すると認めたものであること。

一 同時かつ双方向に行われるものであって、かつ、授業を行う教室等以外の教室、研究室又はこれらに準ずる場所（大学設置基準第三

十一条第一項の規定により単位を授与する場合においては、企業の会議室等の職場又は住居に近い場所を含む。以下次号において「教

室等以外の場所」という。）において履修させるもの

二 毎回の授業の実施に当たって、指導補助者が教室等以外の場所において学生等に対面することにより、又は当該授業を行う教員若し

くは指導補助者が当該授業の終了後すみやかにインターネットその他の適切な方法を利用することにより、設問解答、添削指導、質疑

応答等による十分な指導を併せ行うものであって、かつ、当該授業に関する学生等の意見の交換の機会が確保されているもの

■大学設置基準等の一部を改正する省令の施行等について（平成１０年３月３１日文高大第３０６号）（抄）

第一 大学設置基準（昭和三一年文部省令第二八号）の一部改正

一 「メディアを利用して行う授業」の大学設置基準上の位置付け

（三）メディアを利用して行う授業を実施するに当たっては、面接授業に近い環境で行うことが必要であり、各大学においては、以下の

ような事項について配慮することが望ましいこと。

①授業中、教員と学生が、互いに映像・音声等によるやりとりを行うこと。

②学生の教員に対する質問の機会を確保すること。

③画面では黒板の文字が見づらい等の状況が予想される場合には､あらかじめ学生にプリント教材等を準備するなどの工夫をすること。

④メディアを利用して行う授業の受信側の教室等に、必要に応じ、システムのり管理・運営を行う補助員を配置すること。また、必ず

しも受信側の教室等に教員を配置する必要はないが、必要に応じてティーチング・アシスタントを配置することも有効であること。

⑤メディアを活用することにより、一度に多くの学生を対象にして授業を行うことが可能となるが、受講者数が過度に多くならない

ようにすること。 29
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３．高等学校を取り巻く現状

平成26年7月4日
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（国公私立の全日制・定時制の計）

文部科学省「学校基本調査（平成25年度）」
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%万人

国公立高校の生徒数(万人)

高校等進学率（％）

年度

H25 私立

102.3万人

私立高校の生徒数(万人)

S25 42.5％

S40 70.7％

S40 507.4万人

S49 90.8％

H25 国公立

229.6万人

高等学校等・高専の進学者（116.6万人(H25)）
高校進学率＝ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

中学校等の卒業者（118.5万人(H25)）

進学率 通信制を含めると98.4%

Ｈ25 
96.5％

高等学校等への進学率の推移

31

高等学校への進学率は約９８％。
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高等学校数の推移

文部科学省「学校基本調査（平成25年度）」
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学校数（校）

高等学校数は、平成２０年頃までは横ばいであったが、近年やや減少傾向。
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高等学校生徒数の推移

文部科学省「学校基本調査（平成25年度）」
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全日制 4,472,579 5,037,537 5,476,635 4,617,614 4,056,112 3,949,929 3,816,390 3,698,972 3,608,853 3,494,770 3,385,698 3,298,037 3,258,851 3,235,937 3,252,457 3,233,248 3,243,422 3,212,916

定時制 149,351 140,144 146,701 107,331 109,322 111,827 112,962 110,855 110,195 110,472 108,815 108,524 108,638 111,374 116,236 116,007 112,187 106,724

通信制 128,987 132,644 153,983 153,983 181,877 190,132 192,092 190,106 181,785 183,518 182,517 182,595 183,279 186,112 187,538 188,251 189,418 185,589

計 4,750,917 5,310,325 5,790,322 4,878,928 4,347,311 4,251,888 4,121,444 3,999,933 3,900,833 3,788,760 3,677,030 3,589,156 3,550,768 3,533,423 3,556,231 3,537,506 3,545,027 3,505,229
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生徒数（万人）
生徒数は平成２年をピークに減少傾向。
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課程別・学科別学校数（平成２５年度）

文部科学省「学校基本調査（平成25年度）」

その他の学科
 566
 8.3%

情報科
 29

 0.4%

水産科
42

 0.6%

看護科
 95

 1.4%

福祉科
 98

 1.4%

家庭科
 278
 4.1%

農業科
 307
 4.5%

工業科
 542
 8.0%

商業科
 655
 9.6%

専門学科
 2,612
 38.4%

総合学科
 355
 5.2%

普通科
 3,833
 56.4%

通信制
221
 3.9%

定時制
669

 11.7%

全日制
4,807
84.4%

学科別学校数（全日制・定時制の本科）課程別学校数

全日制課程：通常の課程、修業年限３年
定時制課程：夜間その他特別の時間又は時期において

授業を行う課程、修業年限３年以上
通信制課程：通信による教育を行う課程、修業年限３年以上

※一つの学校が２つ以上の学科を持つ場合は、
それぞれの学科について、重複して計上。

※一つの学校が２つ以上の課程を併置している場合は、
それぞれの課程について、重複して計上。

生徒な多様な学習ニーズに対応するため、様々な課程・学科が設けられている。



35文部科学省「学校基本調査（平成25年度）」

福祉科
 9,826
 0.3%

情報科
 3,013
0.1%

その他の学科
 105,231

 3.2%

水産科
9,423
 0.3%

看護科
 14,831
 0.4%

家庭科
42,777
 1.3%

農業科
 83,921
 2.5%

商業科
 209,299

 6.3%

工業科
 260,559

 7.9%

専門学科
 738,880
 22.4%

総合学科
 173,679

 5.2%

普通科
 2,398,261

 72.4%

全日制
3,212,916
91.7%

通信制
185,589
5.3%

定時制
106,724
3.0%

学科別生徒数（全日制・定時制の本科）課程別生徒数

全日制課程：通常の課程、修業年限３年
定時制課程：夜間その他特別の時間又は時期において授業を行う課程、

修業年限３年以上
通信制課程：通信による教育を行う課程、修業年限３年以上

課程別・学科別生徒数（平成２５年度）
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学科数（学科別）の推移

文部科学省「学校基本調査（平成25年度）」

計 7,255
7,319 7,459 7,440 7,707 7,746 7,631 7,484

6,800

普通 3,366
3,586 3,965 4,040 4,318 4,338 4,286 4,182 3,833

－

2,000

4,000

6,000

8,000

農業 679
581

492 460 434

411 382 358 307

工業 715 736

686 685

690 695 662 635

542

商業 1,201
1,126 1,103 1,083 1,064

1,030

936

819

655

水産 56 53 52 53 52 52 48
46 42

家庭 955

856

768
698

634 536

430
372

278
看護 159

159 160 152 140

139
99

95

情報 22 29

福祉 68
98

その他 283
222 234 261 363

521
607 606 566

総合学科 23

141
277

355

－

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

昭和45年 50 55 60 平成2年 ７ 12 17 25

※ 全日制・定時制のみ

※「その他の専門学科」には、理数、体育、音楽、美術、外国語、国際関係等の学科がある。
※ 学科数について、同一の学科が全日制・定時制の両方に設置されている場合は１として計上。

合計数に大きな変化はないが、時代の変化に応じ、専門学科を中心に各学科数が大きく変化。
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高等学校の学科別生徒数の構成割合の推移

文部科学省「学校基本調査（平成25年度）」

資料：文部科
学省「学校基
本調査」
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68.2 
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19.5 

19.7

19.9 

20.2 

20.5 

20.8 

21.2 

21.7 

22.1 

22.4 

22.5 

23.8 

24.9 

27.1 

31.1 

36.3 

40.7 

40.3 

41.5 

40.1 

3.2

3.1

3.1

3.1 

3.0

3.1 

3.0 

3.0 

2.8 

2.8 

2.7 

2.7 

2.6 

2.5 

1.9 

1.0 

0.8 

0.7 

0.7 

0.8 

0.2 

0.2 

0.1 

5.2

5.2

5.2

5.1 

5.0

4.7 

4.5 

4.2 

3.8 

3.2 

2.8 

0.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

7

平成2

60

55

50

45

40

35

昭和30

（年）
職業学科（専門高校）

総合学科

その他の
専門学科

普通科

※総合学科は平成6年度より制度化。
「その他の専門学科」には、理数、体育、音楽、美術、外国語、国際関係等の学科がある。

職業学科の比率は年々減少。普通科は最近20年間、ほぼ一定（約7割）で推移
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200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1,800,000

2,000,000

2,200,000

2,400,000

2,600,000

S35 S40 S45 S50 S55 S60 H2 H7 H12 H17 H22 H27 H32 H37 H42 H47 H52 H54

１５歳人口の推移と高等学校数推移
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15歳人口 S63年約207万人

H26年約118万人

H54年約75万人

H40年約99万人
高等学校数

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

（校）

高校に入学する15歳人口はこれまでも減少傾向だが、今後更なる減少が見込まれる。

※1960～2012までは、総務省統計局年齢別人口より
※2013～2042までは、国立社会保障・人口問題研究所日本の将来推計人口出生中位（死亡中位）推計より
※文部科学省「学校基本調査」

（人）



中学校卒業者数の都道府県別減少割合（平成２５年度／平成５年度）

39

■ 65％未満

■ 65％～70％未満

■ 70％～75％未満

■ 75％以上

平成２５年度／平成５年度

平成5年から平成25年までの中学校卒業者数の都道府県別減少割合は、
大都市を抱える都道府県に比べ、地方の方が減少幅が大きい傾向がある。

文部科学省「学校基本調査（平成25年度）」を元に作成



出典：国土交通省（「国土の長期展望」中間とりまとめ概要）

（参考） 2005年を100とした場合の2050年の人口増減状況
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公立高等学校１校あたりの生徒数・本務教員数（平成２５年度）

都市部に比べて地方は、１校あたりの生徒数、本務教員数ともに少ない傾向がある。

（人）
（人）

■ 480未満

■ 480～600未満

■ 600～720未満

■ 720以上

１校あたり生徒数

■ 45未満

■ 45～49未満

■ 49以上

1校あたり本務教員数

文部科学省「学校基本調査（平成25年度）」を元に作成
41



公立高等学校の学級数別学校数の変化（平成５年・平成２５年）

0

100

200

300

400

500

600

700

800

平成5年

平成25年

42

１校あたりの学級数は、小規模化の傾向がある。

（校）

文部科学省「学校基本調査」



249

9896
108

76
63

144

124

2

23

2

51

19

204

134

96

150

14
28

235

115

140

86

43
32

7

37
21

3

91

56
47

15

94

40

64

23

52

73
63

26

69

38
28

1514

141

0

50

100

150

200

250

300

北
海

道
青

森
県

岩
手

県
宮

城
県

秋
田

県
山

形
県

福
島

県
茨

城
県

栃
木

県
群

馬
県

埼
玉

県
千

葉
県

東
京

都
神

奈
川

県
新

潟
県

富
山

県
石

川
県

福
井

県
山

梨
県

長
野

県
岐

阜
県

静
岡

県
愛

知
県

三
重

県
滋

賀
県

京
都

府
大

阪
府

兵
庫

県
奈

良
県

和
歌

山
県

鳥
取

県
島

根
県

岡
山

県
広

島
県

山
口

県
徳

島
県

香
川

県
愛

媛
県

高
知

県
福

岡
県

佐
賀

県
長

崎
県

熊
本

県
大

分
県

宮
崎

県
鹿

児
島

県
沖

縄
県

公立高等学校における免許外教科担任の都道府県別許可件数（平成２４年度）

43

（件数）

■ 2件以上

■ １～2件未満

■ 0.5～1件未満

■ 0.5未満

１校あたり免許外許可担任分布免許外教科担任数は、都市部においては比較的少ない。

文部科学省調べ



免許外教科担任の教科別許可件数

44

免許外教科担任許可件数は、情報、工業、公民など一部の教科に偏りがある。

（件数）

文部科学省調べ
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高校生の学力・学習意欲等の状況

89.2

70.0

56.8

112.1

83.6

67.0

108.0

98.8

105.1

43.2

49.5
54.7

38.2

62.0 60.3

114.9

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

110.0

120.0

１９９０年 １９９６年 ２００１年 ２００６年

偏差値４５未満 偏差値４５－５０ 偏差値５０－５５ 偏差値５５以上

（分）

【調査概要】高校２年生（普通科）４４６４人を対象に、全国４地域（東京・東北・四国・九州地方の都市部と郡部）で実施。
Benesse教育研究開発センター「第４回学習基本調査」

学習意欲は二極化しつつあり、多様な生徒の状況に応じたきめ細やかな学習が必要。

（※）学習時間には、学習塾や予備校、家庭教師との学習時間を含む
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平成24年度：170,353人（前年度173,819人）
小学校 ： 21,243人（318人に１人）
中学校 ： 91,446人（ 39人に１人）
高等学校： 57,664人（ 58人に１人）

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24

高等学校

中学校

小学校

平成１６年度から

（注１）不登校の定義は、年間３０日以上欠席した児童生徒のうち、病気や経済的な理由を除き、「何らかの心理的、情緒的、身体的、あるいは社会的要因・背景により、
児童生徒が登校しない、あるいはしたくともできない状況にある者」

（注２）平成22年度調査結果には、東日本大震災の影響により回答不能であった学校等は含んでいない。
（注３）国公私立を対象。

不登校児童生徒数の推移

文部科学省 「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」結果

（人）

高校においても、不登校児童生徒数は一定数存在する。



高等学校における理由別長期欠席者数
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文部科学省 平成２５年度速報値 「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」結果

理由別長期欠席者数

不登校 経済的理由 病気 その他 計

55,657 2,281 12,792 13,235 83,965 

66.01%
（1.67%）

2.77%
（0.07%）

15.02%
（0.38%）

15.81%
（0.40%）

100.00%
（2.53%）

（注１）年度間に連続又は断続して30日以上欠席した生徒のうち不登校を理由とする者について調査。

不登校とは、何らかの心理的、情緒的、身体的、あるいは社会的要因・背景により、児童生徒が登校しないあるいはしたくともできない状況にあること（ただし、病気や

経済的理由による者を除く）をいう。

（注２）在籍者数は、平成２５年５月１日現在。

※ （ ）内については、在籍者数（3,324,772人）に占める割合
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